
  

 

 

令和８度事業計画 
 

会員相互及び関係団体等との交流を深めつつ、造園修景に関する技術の向

上、人材育成を図る事業を効果的かつ効率的に実施する。機関誌「造園修景」

の発行、研修会、見学会の開催を行う。事業をとおして入会者数を増やす。 

 

１．研修等の実施 

（１）第 50 回 造園夏期大学 

  令和 8 年 9 月 17 日(木)、18 日（金）に開催する。（主催：本部） 

  造園修景に関する計画・設計から建設、管理運営に関する時代のニー 

  ズに対応した最新の情報や技術についての講義及び現地視察を行う。 

（２）第 46 回 緑化樹木の土壌･農薬･病害虫対策研修会 

  令和 8 年 10 月 15 日(木)、16 日(金)に開催する。（主催：兵庫県支 

  部、本部共催）緑化樹木の害虫と農薬について、ナラ枯れ被害とその 

  対策、特定外来生物・ヒアリの実態と今後の対策等に関する講義、土 

  壌診断等についての講義、現場研修を行う。 

（３）第 46 回 伝統庭技研修会 

    令和 8 年 11 月 26 日(木)、27 日(金)に開催する。（主催：京都府支 

    部、本部共催） 

伝統的な造園技術・技能に裏打ちされた名園、造園技術の解説・紹介 

等の講義及び非公開庭園等名園見学を行う。 

（４）第 43 回 庭園文化研修会 

令和 8 年 6 月 10 日に開催する。埼玉支部、東京都支部、神奈川県支

部、千葉県支部の協力を得て各支部持ち回りで開催する。令和 8 年度

は、東京都支部と本部で造園修景に関する現地見学を中心に開催す

る。 

 

２．機関誌の発行計画    

 機関誌「造園修景」を発行する。 

 ・第 160 号（令和 8 年 6 月末発行予定） 

「市民活動と造園修景」(仮題) 

 ・第 161 号（令和 8 年 9 月末発行） 

「2027 年国際園芸博覧会と造園修景」(仮題) 

 ・第 162 号（令和 9 年 3 月末発行） 

「2027 年国際園芸博覧会造園修景－その２－(仮題)」 

 

３．各種事業の実施 

（１）その他業務の実施   

造園修景に関する施設見学会、研修会を各支部と連携を図って進め

る。 

（２）造園ＣＰＤ（継続教育）への参加・協力 

  造園ＣＰＤ協議会に参加し、当協会本部及び支部が実施する講習会、 

 



  

研修会等について造園ＣＰＤプログラム認定を受けるなど、継続教育 

を推進する。造園ＣＰＤ会員を増やす取り組みを行う。 

（３）造園修景士及び上級造園修景士（以下、造園修景士等という。） 

  造園修景士等の資格認定事業を実施する。また造園修景士の活動を紹 

  介するなど、造園修景士のＰＲを図り、認定申請者の増加を図る。 

（４）講習会、研修会等について他団体と連携し、相互に会員に情報提供 

すると共に会員割引制度を活用し、参加者の拡大を目指す。 

（５）｢２０２７年新年造園人の集い｣(令和 9 年１月 5 日(火)開催で調整

中)の事務局を行う。今年期待の造園人の公募、選定、ご紹介を行う。 

(６）ホームページによる情報の発信 

ホームページを今まで以上に活用し、講演会、研修会、支部活動（研 

修会等）、賛助会員等の求人情報、造園修景に関する緑関係団体等の最 

新情報等を発信する。 

 

４．支部活動の強化と支援 
（１）本部と支部の共同の活動を推進すると共に、支部活動への支援、地  

  域行事への協賛等を行う。 
（２）ホームページ「研究会・研修会」に支部主催の講演会、研修会を掲 
  載し参加者を募るなど、支部間の情報共有を進める。 
 
５．会員の確保 
  会員を幅広く募る活動を推進する。特に研修会、講演会参加者に入会 

  を案内し、若年層の会員を増やすよう努める。また、支部のない地域 
  等については、支部設立等体制の確保に向け、地域の関係者等との連 
  携を図る。 
 
６．財務基盤の強化 
（１）本部業務を軽減しスリム化するため、会費徴収、会員管理について  
   これまで以上に支部との連携を強化し機能分担を明確にする。 
（２）賛助会員数を増やす。 
   賛助会員の法人の入会促進を図る。 
（３）機関誌「造園修景」の広告掲載を募る。 
   新たな広告掲載を増やす。 

 
７．都市公園及び都市緑化等に関する各種行事への取り組みについて公園・

緑関係団体と連携し必要な支援、協力を行う。 
 ・全国都市緑化フェア in 京都丹波(9 月 18 日から 11 月 8 日開催、京都 
  府） 

・令和 8 年度都市緑化月間の実施（国土交通省、都道府県、市町村等）     

  ・令和 8 年度都市公園等コンクール（日本公園緑地協会） 

 ・都市緑化キャンペーン等緑化推進運動（同協力会 構成団体） 

  ・緑･公園関係団体協議会（同協議会 構成団体） 

・２０２７年横浜国際園芸博覧会[令和 9(2027)年 3 月 19 日から 9 月
26 日開催]等 

    
 



  

８．都市緑化功労者表彰等の推薦 
  「都市緑化及び都市公園等整備・保全・美化運動における都市緑化功 
  労者表彰」、「北村賞」及び「公園緑地功労賞」等について、支部から 
  の候補者の推薦等により候補者の推薦を行う。 
 
９．会長表彰 
  一般財団法人日本造園修景協会表彰実施要領（平成 26 年 3 月）に基づ 
  き実施する。 
 
10．会議等の開催 
 (1)理事会の開催 
  ①第４６回理事会の開催 

・令和８年６月３日(水)に開催する。 
・令和７年度決算の承認、事業報告等を審議する。 

   ②第４７回臨時理事会の開催 
・令和８年６月３０日(火)に開催する。 
・会長、副会長、業務執行理事の選定を行う。 

③第４８回理事会の開催 
・令和９年３月上旬に開催する。 
・令和９年度事業計画、収支予算等を審議する。 

 (2)第１８回評議員会の開催 
    ・令和８年６月３０日(火)に開催する。 

・令和７年度決算等について審議する。 

・評議員、監事、理事の選任を決議する。 
 (3)令和８年度支部長会議を令和９年２月下旬に開催する。 
 (4)委員会の開催 
    総務・広報委員会、事業委員会、造園修景士資格認定委員会を開催

し、必要な審議を行う。 
 
11.講演会の開催 
  令和８年度日本造園修景協会講演会を令和８年６月３０日(火)に開催す 
  る。 

  

以 上 


